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(57)【要約】
【目的】コンクリート等の建築構造物の外周を覆うエキ
スパンドメタルによる壁パネルによって構成される外壁
であって、組付けが極めて簡易且つ迅速にできるエキス
パンドメタルの外壁構造を提供すること。
【構成】複数の横長大孔１１と、横長大孔１１の周囲に
密集するようにして穿孔された多数の細目孔１２を有す
るエキスパンドメタルによるパネル材１とパネル材１の
周囲を支持する枠体２とを有する壁パネルＡと、支持ロ
ッド３と、支持ロッド３が貫通するロッド貫通孔５１を
有し且つ所定位置で固定可能とした固定部材Ｂと、支持
ロッド３を建築構造物８外壁に装着するブラケット４と
を備えること。支持ロッド３は、ブラケット４によって
建築構造物８外壁に装着され、壁パネルＡの枠体２は係
止部２４を有し、支持ロッド３に装着された固定部材Ｂ
に係止固定されること。
【選択図】　　　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
  複数の横長大孔と、該横長大孔の周囲に密集するようにして穿孔された多数の細目孔を
有するエキスパンドメタルによるパネル材と該パネル材の周囲を支持する枠体とを有する
壁パネルと、支持ロッドと、該支持ロッドが貫通するロッド貫通孔を有し且つ所定位置で
固定可能とした固定部材と、前記支持ロッドを建築構造物外壁に装着するブラケットとを
備え、前記支持ロッドは、前記ブラケットによって建築構造物外壁に装着され、前記壁パ
ネルの前記枠体は係止部を有し、前記支持ロッドに装着された前記固定部材に係止固定さ
れてなることを特徴とするエキスパンドメタルの外壁構造。
【請求項２】
  請求項１において、前記固定部材は、前記貫通孔と直交する方向に移動自在とした締付
具が設けられ、該締付具の締付により前記支持ロッドの所定位置に固定可能としたことを
特徴とするエキスパンドメタルの外壁構造。
【請求項３】
  請求項１又は２において、前記壁パネルの前記枠体は縦枠部と横枠部とを有し、前記縦
枠部にはＬ字溝状の前記係止部が形成され、前記固定部材には、突起状の被係止部が形成
され、突起状の前記被係止部が前記係止部に係止する構成としてなることを特徴とするエ
キスパンドメタルの外壁構造。
【請求項４】
  請求項３において、突起状の前記被係止部と前記締付具とは一体形成されてなることを
特徴とするエキスパンドメタルの外壁構造。
【請求項５】
  請求項１，２，３又は４の何れか１項に記載のエキスパンドメタルの外壁構造において
、上下方向に複数の前記ブラケットが配置され、最上部と最下部の中間に位置する前記ブ
ラケットは、上下方向に隣接する前記支持ロッドの下端側及び上端側をそれぞれ支持固定
してなることを特徴とするエキスパンドメタルの外壁構造。
【請求項６】
  請求項１，２，３，４又は５の何れか１項に記載のエキスパンドメタルの外壁構造にお
いて、前記パネル材の横長大孔は、扁平六角形状としてなることを特徴とするエキスパン
ドメタルの外壁構造。
【請求項７】
  請求項１，２，３，４又は５の何れか１項に記載のエキスパンドメタルの外壁構造にお
いて、前記パネル材の横長大孔は、細長状の紡錘形状としてなることを特徴とするエキス
パンドメタルの外壁構造。
【請求項８】
  請求項１，２，３，４又は５の何れか１項に記載のエキスパンドメタルの外壁構造にお
いて、前記パネル材の横長大孔は、扁平台形状としてなることを特徴とするエキスパンド
メタルの外壁構造。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、コンクリート等の建築構造物の外周を覆うエキスパンドメタルによる壁パネ
ルによって構成される外壁であって、組付けが極めて簡易且つ迅速にできるエキスパンド
メタルの外壁構造に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、小型住宅，店舗，マンション等の鉄筋コンクリート，木造等の建築構造物の外壁
に対して、その外周の全面又は一部を囲むようにしてエキスパンドメタルによる壁パネル
が装着されるものが多く施工されるようになった。エキスパンドメタルは、網状のパネル
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で多数の空隙により通気性や透視性に優れ、且つ外部からは、内部が見えにくい構造とな
っている。
【０００３】
　上記のような特徴に加え、デザイン性に乏しい平凡な建築構造物であっても、エキスパ
ンドメタルの孔のパターンによって、種々の際立つデザインを発揮することができる。ま
た、エキスパンドメタルは、大量に生産できるため、材料のコストも安くなる等の利点を
備えている。このように、エキスパンドメタルを利用した壁パネルとして、特許文献１が
存在する。この特許文献１では、エキスパンドメタルを用いたフェンスが開示されている
。これによると、エキスパンドメタルは胴縁等によって枠が構成され支柱に取り付けられ
てフェンスを構成している。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１６-６９９０１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　ところで、エキスパンドメタルを利用した壁パネルは、その装着において極めて面倒な
工程を有する。特許文献１においても、その組立は、困難性を有し、多くの労力と時間と
を有する。また、エキスパンドメタルによる壁パネルを建築構造物の外壁周囲に装着する
ために、金属ワイヤが利用され、該金属ワイヤにエキスパンドメタルによる壁パネルが装
着されるものが多く存在している。
【０００６】
　しかし、このような構造としたものでは、エキスパンドメタルによる壁パネルが風によ
る影響を受け易く、強風時ではかなり振動する。また、施工も困難且つ面倒であり、時間
とコストがかかる傾向にある。そこで、本発明の目的は、エキスパンドメタルによる壁パ
ネルによって、建築構造物の外周を覆うために、極めて簡単で且つ迅速に施工できるよう
にすることにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　そこで、発明者は、上記課題を解決すべく、鋭意，研究を重ねた結果、請求項１の発明
を、複数の横長大孔と、該横長大孔の周囲に密集するようにして穿孔された多数の細目孔
を有するエキスパンドメタルによるパネル材と、該パネル材の周囲を支持する枠体と、支
持ロッドと、該支持ロッドが貫通するロッド貫通孔を有し且つ所定位置で固定可能とした
固定部材と、前記支持ロッドを建築構造物外壁に装着するブラケットとを備え、前記支持
ロッドは、前記ブラケットによって建築構造物外壁に装着され、前記枠体は係止部を有し
、前記支持ロッドに装着された前記固定部材に係止固定されてなるエキスパンドメタルの
外壁構造としたことにより、上記課題を解決した。
【０００８】
　請求項２の発明を、請求項１において、前記固定部材は、前記貫通孔と直交する方向に
移動自在とした締付具が設けられ、該締付具の締付により前記支持ロッドの所定位置に固
定可能としたエキスパンドメタルの外壁構造としたことにより、上記課題を解決した。請
求項３の発明を、請求項１又は２において、前記枠体は縦枠部と横枠部とを有し、前記縦
枠部にはＬ字溝状の前記係止部が形成され、前記固定部材には、突起状の被係止部が形成
され、突起状の前記被係止部が前記係止部に係止する構成としてなるエキスパンドメタル
の外壁構造としたことにより、上記課題を解決した。
【０００９】
　請求項４の発明を、請求項３において、突起状の前記被係止部と前記締付具とは一体形
成されてなるエキスパンドメタルの外壁構造としたことにより、上記課題を解決した。請
求項５の発明を、請求項１，２，３又は４の何れか１項に記載のエキスパンドメタルの外
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壁構造において、上下方向に複数の前記ブラケットが配置され、最上部と最下部の中間に
位置する前記ブラケットは、上下方向に隣接する前記支持ロッドの下端側及び上端側をそ
れぞれ支持固定してなるエキスパンドメタルの外壁構造としたことにより、上記課題を解
決した。請求項６の発明を、請求項１，２，３，４又は５の何れか１項に記載のエキスパ
ンドメタルの外壁構造において、前記パネル材の横長大孔は、扁平六角形状としてなるエ
キスパンドメタルの外壁構造としたことにより、上記課題を解決した。
【００１０】
　請求項７の発明を、請求項１，２，３，４又は５の何れか１項に記載のエキスパンドメ
タルの外壁構造において、前記パネル材の横長大孔は、細長状の紡錘形状としてなるエキ
スパンドメタルの外壁構造としたことにより、上記課題を解決した。請求項８の発明を、
請求項１，２，３，４又は５の何れか１項に記載のエキスパンドメタルの外壁構造におい
て、前記パネル材の横長大孔は、扁平台形状としてなるエキスパンドメタルの外壁構造と
したことにより、上記課題を解決した。
【発明の効果】
【００１１】
　請求項１の発明では、パネル材を、複数の横長大孔と、該横長大孔の周囲に密集するよ
うにして穿孔された多数の細目孔を有するエキスパンドメタルを使用したことにより、横
長大孔により、建築構造物内方側から外方を見た時に視界が良好であり、且つ多数の細目
孔により通気性が良好な壁パネルとなる。
【００１２】
　また、パネル材と枠体とからなる壁パネルは、枠体に係止部が形成されている。また、
支持ロッドと、該支持ロッドが貫通するロッド貫通孔を有し且つ所定位置で固定可能とし
た固定部材と、前記支持ロッドを建築構造物外壁に装着するブラケットによって、建築構
造物の外壁に支持ロッドを装着することができる。これによって、エキスパンドメタルに
よる壁パネルは、固定部材を介して支持ロッドに装着することができ、この作業は極めて
簡易且つ迅速にできるものである。その結果建築費も極めて低価格にできる。
【００１３】
　請求項２の発明を、請求項１において、前記固定部材は、前記貫通孔と直交する方向に
移動自在とした締付具が設けられ、該締付具の締付により前記支持ロッドの所定位置に固
定可能とした構成により、本発明における建築構造物への壁パネルの装着を極めて簡単に
でき。請求項３の発明では、前記枠体は縦枠部と横枠部とを有し、前記縦枠部にはＬ字溝
状の前記係止部が形成され、前記固定部材には、突起状の被係止部が形成され、突起状の
前記被係止部が前記係止部に係止する構成としたことにより、施工をより一層簡易にでき
る。
【００１４】
　請求項４の発明では、突起状の前記被係止部と前記締付具とは一体形成されたことによ
り、構造を極めて簡単にできる。請求項５の発明では、ブラケットを上下方向に隣接する
支持ロッド同士のジョイントの役目をなし、ブラケットの数を少なくすることができ、よ
って、外観を整然としたものにできる。請求項６乃至請求項８の発明では、本発明による
外壁で内部よりの視認性及び通気性を極めて良好にできる。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】（Ａ）は本発明における外壁構造の第１実施形態の斜視図、（Ｂ）は（Ａ）のＹ
1－Ｙ1矢視拡大略示断面図、（Ｃ）はが（Ａ）の一部切除したＸ1－Ｘ1矢視拡大略示断面
図である。
【図２】（Ａ）は本発明における外壁構造の第１実施形態の壁パネルのパネル材の一部切
除した要部拡大正面図、（Ｂ）は（Ａ）のＸ2－Ｘ2矢視断面図である。
【図３】（Ａ）は図２（Ａ）のＹ2－Ｙ2矢視における一部省略した拡大縦断側面図、（Ｂ
）は（Ａ）の（α）拡大図、（Ｃ）は（Ａ）の（β）拡大図である。
【図４】（Ａ）は壁パネルの第１タイプにおけるパネル材と枠体とを分離した斜視図、（
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Ｂ）は壁パネルの第１タイプの縦断側面図、（Ｃ）は（Ｂ）の（γ部）拡大図、（Ｄ）は
枠体の一部切除した要部拡大斜視図、（Ｅ）は（Ｄ）のＸ5－Ｘ5矢視拡大断面図である。
【図５】（Ａ）は壁パネルの第２タイプにおけるパネル材と枠体とを分離した斜視図、（
Ｂ）は壁パネルの第２タイプの縦断側面図、（Ｃ）は枠体の一部切除した要部拡大斜視図
、（Ｄ）は（Ｃ）のＸ6－Ｘ6矢視拡大断面図である。
【図６】（Ａ）は支持ロッド，ブラケットブ及び固定部材の組付状態を示す一部切除した
拡大斜視図、（Ｂ）は図２（Ａ）のＸ3－Ｘ3矢視における一部分解した状態の拡大断面図
、（Ｃ）は図２（Ｂ）のＸ4－Ｘ4矢視における一部分解した状態の拡大断面図である。
【図７】（Ａ）は本発明における外壁構造の第２実施形態の縦断側面図、（Ｂ）は（Ａ）
の（δ）部断面拡大図、（Ｃ）は（Ａ）の（ε）及び（ζ）部断面拡大図、（Ｄ）は（Ａ
）の（η）部断面拡大図である。
【図８】（Ａ）は第１パターンの横長大孔を有するパネル材の一部切除した正面図、（Ｂ
）は（Ａ）の（κ）部拡大図、（Ｃ）は（Ｂ）のＹ3－Ｙ3矢視断面図である。
【図９】（Ａ）は第２パターンの横長大孔を有するパネル材の一部切除した正面図、（Ｂ
）は（Ａ）の（λ）部拡大図、（Ｃ）は（Ｂ）のＹ4－Ｙ4矢視断面図である。
【図１０】（Ａ）は第３パターンの横長大孔を有するパネル材の一部切除した正面図、（
Ｂ）は（Ａ）の（μ）部拡大図、（Ｃ）は（Ｂ）のＹ5－Ｙ5矢視断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　以下、本発明の実施形態を図面に基づいて説明する。本発明は、主に、図１，図２等に
示すように、壁パネルＡと、支持ロッド３と、固定部材Ｂと、ブラケット４とから構成さ
れる。壁パネルＡは、パネル材１と枠体２とからなる。本発明のエキスパンドメタルの外
壁構造には複数の実施形態が存在し、その第１実施形態から説明する。なお、以下の説明
では、壁パネルＡは表面と裏面とが存在し、壁パネルＡを建築構造物８の壁面に沿って設
置するときに、該建築構造物８に対向する面を裏面とし、外側に向かう面を表面とする。
パネル材１は、エキスパンドメタルから形成される。パネル材１として使用されるエキス
パンドメタルは、複数の横長大孔１１と、多数の細目孔１２とを有する〔図２（Ａ）参照
〕。
【００１７】
　横長大孔１１は、水平方向に長い孔であり、細長形状である〔図２（Ａ）参照〕。そし
て、横長大孔１１は、パネル材１の通気性を良好にする役目を有する。横長大孔１１は、
その上方側の金属肉部分が表面側で且つ下向き傾斜状に突出しており、横長大孔１１の下
方側は金属肉部分が裏面側で且つ上向き傾斜状状に突出している〔図８（Ｃ），図９（Ｃ
），図１０（Ｃ）参照〕。横長大孔１１の周囲には多数の細目孔１２，１２，…が密集状
に形成されている〔図２（Ａ），図８（Ａ），（Ｂ），図９（Ａ），（Ｂ），図１０（Ａ
），（Ｂ）参照〕。但し、細目孔１２は、横長大孔１１とは交わらないように構成されて
いる。細目孔１２は、パネル材１の透視性を良好にする役目をなすものであり、１つのパ
ネル材１に可能な限り多数が形成されている。
【００１８】
　壁パネルＡの構成において、パネル材１は、枠体２によって支持されている。パネル材
１と枠体２との接合構造には２つのタイプが存在し、まず、壁パネルＡの第１タイプでは
、枠体２は、縦枠部２１と横枠部２２とによって、長方形の額縁状に形成されたものであ
る〔図４（Ａ）参照〕。縦枠部２１は、縦正面部２１ａと縦側面部２１ｂとから構成され
ている。縦枠部２１は、断面Ｌ字形状となるように縦正面部２１ａと縦側面部２１ｂとは
直角となっている〔図４（Ｄ），（Ｅ）参照〕。また、横枠部２２は、横正面部２２ａと
横側面部２２ｂとからなる。横枠部２２は、断面Ｌ字形状となるように横正面部２２ａと
横側面部２２ｂとは直角となっている。
【００１９】
　そして、左右対称形状となる２つの縦枠部２１，２１と、上下対称の横枠部２２，２２
とによって長方形状の額縁状の枠体２が構成される。縦枠部２１の縦正面部２１ａには、
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前記パネル材１を貼着するためのフック２３，２３，…が複数個形成されている〔図４（
Ａ），（Ｂ）等参照〕。該フック２３，２３，…は、縦正面部２１ａの一部が略長方形状
に切起こされて形成されたものであり、枠体２と、エキスパンドメタルからなるパネル材
１とを接着するときに、フック２３とパネル材１の金属片部とがビス，リベット等の固着
具２５によって固着される〔図４（Ｃ）参照〕。
【００２０】
　縦枠部２１の縦側面部２１ｂには、係止部２４が形成されている〔図４（Ａ），（Ｂ）
参照〕。該係止部２４は、後述する固定部材Ｂの被係止部７と係止する部位である。係止
部２４は縦側面部２１ｂの後端側で外部に開放口を有する溝状の部位である〔図４（Ｂ）
参照〕。具体的には、Ｌ字形状の溝であり、水平溝２４から垂直溝２４ｂに連続する。
【００２１】
　また、前記開放口から縦側面部２１ｂの前方側（縦正面部２１ａ側）に向かって上向き
傾斜状としてもよい。係止部２４は、縦側面部２１ｂの上下方向に複数が等間隔（略等間
隔でもよい）に形成されている。具体的には、係止部２４は、両縦側面部２１ｂ，２１ｂ
のそれぞれに３個形成されているが、必要に応じてそれぞれに２個設けたり、或いはそれ
ぞれに４個以上設けてもよい。
【００２２】
　次に、壁パネルＡの第２タイプについて図５に基づいて説明する。この第２タイプにお
いても、パネル材１と枠体２とが存在する。パネル材１の幅方向両側が裏面側に向かって
直角（略直角も含まれる）に折曲され、折曲側部１３，１３が形成される。枠体２は、縦
枠部２１と横枠部２２とがそれぞれ分離して備わる。
【００２３】
　縦枠部２１は断面略角Ｓ字形状をなしている〔図５(Ｄ)参照〕。縦枠部２１には、接合
片２１ｃと、断面Ｌ字形状の係止片２１ｄとを有する。そして、両折曲側部１３，１３の
内面側に縦枠部２１の接合片２１ｃが当接され、リベット，ビス等の固着具２６にて固着
される。また、係止片２１ｄには前述した係止部２４，２４，…が形成されている〔図５
（Ａ）乃至（Ｄ）参照〕。
【００２４】
　また、壁パネルＡの第２タイプでは、横枠部２２は断面略Ｌ字形状をなし、パネル材１
の上下両端に上下対称となるように固着される。このときパネル材１の上下両端部分がそ
れぞれ裏面側に向かって略直角状に折曲され、該折曲部分を介して横枠部２２がリベット
，ビス等の固着具２６にてパネル材１に固着される〔図５(Ｂ)参照〕。
【００２５】
　次に、前記壁パネルＡを建築構造物８の外壁外周に装着する役目をなす支持ロッド３と
、ブラケット４と、固定部材Ｂについて、図１乃至図３及び図６等に基づいて説明する。
支持ロッド３は、金属製の棒状部材であり、軸方向を上下方向として使用される。支持ロ
ッド３の軸方向両端はブラケット４，４によって支持される（図１乃至図３，図６等参照
）。ブラケット４は、取付基部４１と腕状部４２と軸支部４３によって構成される。取付
基部４１は、略板状に形成され、建築構造物８の外壁にアンカーボルト等の固着具によっ
て固着される〔図１，図２（Ｂ），図３（Ａ），図６（Ａ）等参照〕。
【００２６】
　腕状部４２は、帯板状をなしており、前記取付基部４１をベースとして設けられている
。腕状部４２は長手方向を水平状にして設置され、該腕状部４２の先端に軸支部４３が設
けられている〔図１（Ｂ），図３（Ａ），図６（Ａ）参照〕。該軸支部４３は、上下方向
に貫通する軸支孔４３ａが形成されている〔図３（Ｂ），（Ｃ）参照〕。該軸支孔４３ａ
には、支持ロッド３の軸端部箇所が挿入される。軸支部４３における軸支孔４３ａの上方
側の開口は上開口部４３ａ1と称し、下方側の開口は下開口部４３ａ2と称する。
【００２７】
　また、軸支孔４３ａの上開口部４３ａ1箇所では軸受材４４が装着されることもある。
軸受材４４は、上開口部４３ａ1と支持ロッド３との間に位置し、支持ロッド３が軸受材
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４４によって支持されることもある〔図３（Ｂ），（Ｃ）参照〕。軸受材４４は、略スリ
ーブ状の部品でフランジと円筒部から構成され、具体的には滑り軸受が使用される。軸受
部材４４は、使用されないこともある。支持ロッド３には、止め輪４５が装着される。該
止め輪４５によって支持ロッド３は、軸支部４３の上開口部４３ａ１箇所で停止するよう
に固定される〔図３（Ｂ）参照〕。
【００２８】
　さらに、支持ロッド３の上方側には、環状固定材４６が装着される。該環状固定材４６
によって、軸支部４３の軸支孔４３ａ内に支持ロッド３が固定される構成となる〔図３（
Ｂ）参照〕。環状固定材４６は、円筒状に形成され、円筒中心に貫通部４６ａが形成され
ている。そして支持ロッド３が貫通部４６ａに貫通し、支持ロッド３が環状固定材４６に
組み付けられたロックネジ４６ｂの締付によって固着される。該ロックネジ４６ｂは、具
体的には六角穴付きボルトである。環状固定材４６は、軸支部４３の下部側の下開口部４
３ａ2の直径よりも大きく形成され、下開口部４３ａ2の周縁に係止して支持ロッド３を固
定する〔図３（Ｂ），図７（Ｂ），（Ｃ）参照〕。また、環状固定材４６は、軸支部４３
の上開口部４３ａ1から軸支孔４３ａ内に遊挿することによって内部に配置可能である。
【００２９】
　固定部材Ｂは、固定本体部５と締付具６と被係止部７とから構成される（図６参照）。
固定本体部５は、略直方体状に形成されている。固定本体部５の上下方向に沿ってロッド
貫通孔５１が形成されている〔図６（Ｂ），（Ｃ）参照〕。また、固定本体部５には、ロ
ッド貫通孔５１と直交する締付け孔５２が形成されている。ロッド貫通孔５１は、支持ロ
ッド３が貫通する部位である〔図６（Ｂ），（Ｃ）参照〕。ロッド貫通孔５１に支持ロッ
ド３が貫通する状態で固定部材Ｂは支持ロッド３に対して上下方向に移動し、任意（所望
）の位置で停止できる。
【００３０】
　締付け孔５２は、後述する締付具６が挿入される部位である。そして、該締付具６の締
付けにより、固定部材Ｂは支持ロッド３の任意（所望）の位置に固定される〔図３（Ａ）
参照〕。締付具６は、ネジ軸部６１と、当接部６２とから構成され、ネジ軸部６１の軸方
向先端箇所に当接部６２が設けられている〔図６（Ｂ），（Ｃ）参照〕。当接部６２は、
ネジ軸部６１よりも直径の小さい円筒形状部であり、締付具６による締付け状態では、当
接部６２の軸方向先端部分が支持ロッド３の外周面に圧力を有して当接する。
【００３１】
　固定本体部５の締付け孔５２には、内ネジ部５２ａが形成され、該内ネジ部５２ａは前
記締付具６のネジ軸部６１と螺合する（図６参照）。また、前記締付け孔５２におけるロ
ッド貫通孔５１と交わる付近の内径は内ネジ部５２ａの内径よりも一段内径が小さくなっ
ており、前記当接部６２のみが通過しうる程度の内径となっている。
【００３２】
　そして、ネジ軸部６１を軸周方向に回動させることで、締付具６は締付け孔５２に対し
て軸方向に移動する。締付具６の締付け孔５２内における軸方向移動により、当接部６２
がロッド貫通孔５１内に収納されている支持ロッド３の外周面に当接したり、離間するこ
とにより、固定部材Ｂを支持ロッド３の任意（所望）の位置に停止させたり、支持ロッド
３の軸方向に沿って別の位置に移動させることができる。
【００３３】
　固定部材Ｂの締付け孔５２は、固定本体部５のロッド貫通孔５１を中心にして固定本体
部５の幅方向両側に設けられたものである。ロッド貫通孔５１に貫通する支持ロッド３は
、固定本体部５の幅方向両側ロッド貫通孔５１に設けられた２つの締付具６，６によって
固定される〔図６（Ｂ），（Ｃ）参照〕。
【００３４】
　さらに、固定部材Ｂには、被係止部７が設けられている。該被係止部７は、固定本体部
５から突起状に突出する部位であり、前記壁パネルＡの係止部２４が係止することにより
、壁パネルＡを固定部材Ｂを介して支持ロッド３に取り付ける役目をなすものである。
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　被係止部７は、突起状の被係止部７と締付具６とは一体形成されたものである。つまり
、前記締付具６がそのまま被係止部７として使用される。締付具６には、固定用ナット７
１，７１が設けられている（図６参照）。２つの固定用ナット７１，７１によって壁パネ
ルＡの縦側面部２１の係止部２４箇所を挟持する。また、別の実施形態として、被係止部
７は、締付具６とは別部材とすることもある。
【００３６】
　次に、壁パネルＡを建築構造物８の外壁の外周に装着する施工工程について説明する。
建築構造物８の外壁にブラケット４を上下に沿って配置固定する。上下に配置されたブラ
ケット４，４に、複数の固定部材Ｂ，Ｂ，…が装着された支持ロッド３の軸方向の上下両
端部分が固定される〔図６（Ａ）参照〕。このように、ブラケット４と支持ロッド３と固
定部材Ｂとを１組にしたものを、１つの階層に等間隔をおいて設置する（図１，図２参照
）。
【００３７】
　そして、所定の間隔に配置された支持ロッド３に装着された固定部材Ｂの被係止部７に
、壁パネルＡの枠体２に設けられた係止部２４を係止させることによって、壁パネルＡを
建築構造物８の外壁の周囲に取り付けてゆく（図３参照）。これを順次、行うことで建築
構造物８の外壁に複数の壁パネルＡ，Ａ，…を装着し、エキスパンドメタルを利用した壁
パネルＡによるエキスパンドメタルの外壁を施工することができる。
【００３８】
　また、本発明におけるエキスパンドメタルの外壁構造の第２実施形態及びその施工工程
について図７に基づいて説明する。この実施形態における建築構造物８は、ベランダを有
する低中層の建物で、具体的にはアパート，マンション及び一般家屋等である。上方に複
数設置されているベランダ壁８１，８１，…のそれぞれにブラケット４，４，…を設置す
る。ブラケット４はベランダ壁８１の数に等しく備えられる。
【００３９】
　そして、最上部のブラケット４から最下部のブラケット４の間位置する複数のブラケッ
ト４の軸支部４３の上開口部４３ａ1側から軸支孔４３ａ内には、ブラケット４の上方側
に位置する支持ロッド３の下端側を支持固定する。また、前記軸支部４３の下開口部４３
ａ2には、下方側に位置する支持ロッド３の上端側を支持固定する〔図７（Ｃ）参照〕。
つまり、最上部のブラケット４と最下部のブラケット４の中間に位置するブラケット４は
、上下方向に隣接する支持ロッド３，３のジョイントとしての役目をなす。そして、複数
の固定部材Ｂ，Ｂ，…を装着した支持ロッド３を固定し、固定部材Ｂを介して、壁パネル
Ａを建築構造物８の外壁の周囲に取り付けてゆく。
【００４０】
　壁パネルＡのパネル材１の横長大孔１１の形状には、種々のパターンが存在する。その
第１パターンでは横長大孔１１を、扁平六角形状としたものである（図８参照）。第２パ
ターンでは、細長状の紡錘形状としたもので、よろい形と呼ばれることもある（図９参照
）。また、横長大孔１１は、扁平台形状とした実施形態も存在する（図１０参照）。何れ
のパネル材１のパターンにおいても、横長大孔１１の周囲に細目孔１２が密集するように
配置されることが好ましい。
【符号の説明】
【００４１】
　Ａ…壁パネル、１…パネル材、１１…横長大孔、１２…細目孔、２…枠体、
２１…縦枠部、２２…横枠部、２４…係止部、３…支持ロッド、４…ブラケット、
Ｂ…固定部材、５１…ロッド貫通孔、６…締付具、７…被係止部、
８…建築構造物。
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